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ン
フ
ル
エ
ン
ザ
定
期
予
防
接
種
の
自

己
負
担
分
へ
の
特
別
補
助
の
実
施
、

認
知
症
高
齢
者
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
が

感
染
症
対
策
設
備
を
整
備
す
る
費
用

の
支
援
を
行
う
ほ
か
、
防
犯
灯
電
気

料
の
補
助
金
の
増
額
、
庁
舎
管
理
費

及
び
市
民
文
化
会
館
指
定
管
理
料
の

増
額
を
行
い
ま
す
。

　

補
正
予
算
の
規
模
は
、
歳
入
歳
出

そ
れ
ぞ
れ
7
千
百
93
万
2
千
円
増
額

し
、
総
額
を
8
百
92
億
5
千
9
百
27

万
9
千
円
と
し
ま
す
。

　

財
源
構
成
は
、
都
支
出
金
及
び
諸

収
入
を
増
額
し
ま
す
。

国
民
健
康
保
険
条
例
の

国
民
健
康
保
険
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
制
定

一
部
を
改
正
す
る
条
例
制
定

　

本
議
案
は
、
9
月
定
例
会
最
終
日

に
議
員
提
出
議
案
第
63
号
と
し
て
提

出
さ
れ
ま
し
た
。

　

改
正
の
内
容
は
、
出
産
育
児
一
時

金
の
支
給
額
を
、
42
万
円
か
ら
46
万

円
に
増
額
す
る
も
の
で
す
。

令
和
４
年
度
国
民
健
康
保
険
事
業

令
和
４
年
度
国
民
健
康
保
険
事
業

特
別
会
計
補
正
予
算（
第
２
号
）

特
別
会
計
補
正
予
算（
第
２
号
）

　

本
補
正
予
算
は
、
議
員
提
出
議
案

第
63
号
の
可
決
に
伴
い
、
歳
入
歳
出

の
補
正
を
行
う
も
の
で
す
。

　

歳
入
で
は
、
国
民
健
康
保
険
事
業

運
営
基
金
か
ら
の
繰
入
金
を
増
額
し
、

歳
出
で
は
出
産
育
児
一
時
金
を
増
額

し
ま
す
。

　

予
算
規
模
は
、
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ

れ
百
万
円
を
増
額
し
、
総
額
を
百
80

億
7
千
62
万
5
千
円
と
し
ま
す
。

人
権
擁
護
委
員
候
補
者
の
推
薦

人
権
擁
護
委
員
候
補
者
の
推
薦

　

法
務
大
臣
か
ら
委
嘱
さ
れ
る
人
権

擁
護
委
員
の
候
補
者
を
次
の
と
お
り

推
薦
す
る
こ
と
に
同
意
し
ま
し
た
。

人
権
擁
護
委
員
候
補
者

　

永
井　

義
明
氏

　

工
藤　

政
行
氏

　

本
補
正
予
算
は
、
物
価
高
騰
対
策

等
に
係
る
国
や
東
京
都
の
補
助
金
を

活
用
し
、
速
や
か
に
着
手
す
る
必
要

が
あ
る
事
業
を
計
上
す
る
も
の
で
す
。

　

歳
出
の
主
な
内
容
は
、
市
民
生
活

を
支
え
る
取
組
と
し
て
、
子
育
て
世

帯
生
活
支
援
特
別
給
付
金
の
上
乗
せ

給
付
や
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
キ
ャ

ン
ペ
ー
ン
の
1
月
末
ま
で
の
延
長
、

省
エ
ネ
性
能
に
優
れ
た
家
電
へ
の
買

換
え
費
用
の
一
部
助
成
を
行
い
ま
す
。

　

ま
た
、
市
内
事
業
活
動
を
支
え
る

取
組
と
し
て
、
事
業
者
の
業
務
継
続

を
支
援
す
る
応
援
金
の
給
付
、
市
内

店
舗
改
修
等
補
助
の
予
算
増
額
の
ほ

か
、
子
育
て
施
設
の
物
価
高
騰
に
よ

る
負
担
を
軽
減
す
る
補
助
、
食
事
等

を
提
供
す
る
介
護
事
業
所
や
障
害
事

業
所
等
に
追
加
支
援
を
行
い
ま
す
。

　

補
正
予
算
の
規
模
は
、
歳
入
歳
出

そ
れ
ぞ
れ
5
億
8
千
7
百
25
万
8
千

円
増
額
し
、
総
額
を
8
百
91
億
8
千

7
百
34
万
7
千
円
と
し
ま
す
。

　

財
源
構
成
は
、
国
庫
支
出
金
、
都

支
出
金
及
び
財
政
調
整
基
金
繰
入
金

を
増
額
し
ま
す
。

令
和
４
年
度
一
般
会
計

令
和
４
年
度
一
般
会
計

補
正
予
算
（
第
７
号
）

補
正
予
算
（
第
７
号
）

　

本
補
正
予
算
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
感
染
症
対
策
に
係
る
東
京
都

の
補
助
金
を
活
用
し
、
市
民
生
活
や

事
業
者
を
支
援
す
る
取
組
の
ほ
か
、

光
熱
水
費
高
騰
へ
の
対
応
や
事
業
費

の
過
不
足
の
調
整
、
来
年
度
以
降
の

債
務
負
担
行
為
を
追
加
し
ま
す
。

　

歳
出
の
主
な
内
容
は
、
高
齢
者
イ

指
定
管
理
者
の
指
定

指
定
管
理
者
の
指
定

12
月
定
例
会
で
は
、
指
定
管
理
者

の
指
定
に
つ
い
て
の
議
案
が
4
件
提

出
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
可
決
さ
れ
ま
し

た
。
こ
れ
ら
の
議
案
は
、
地
方
自
治

法
及
び
公
の
施
設
の
指
定
管
理
者
の

指
定
の
手
続
等
に
関
す
る
条
例
の
規

定
に
基
づ
き
、
各
施
設
の
管
理
を
行

う
指
定
管
理
者
を
指
定
す
る
た
め
提

出
さ
れ
た
も
の
で
す
。

　

各
施
設
の
指
定
管
理
者
と
指
定
期

間
は
次
の
と
お
り
で
す
。

【
小
平
市
民
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー
】

♦
特
定
非
営
利
活
動
法
人　

小
平
市

民
活
動
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

♦
令
和
5
年
4
月
1
日
〜
令
和
8
年

3
月
31
日

【
小
平
市
立
二
小
学
童
ク
ラ
ブ
第
一
、

小
平
市
立
十
三
小
学
童
ク
ラ
ブ
第
一
】

♦
シ
ダ
ッ
ク
ス
大
新
東
ヒ
ュ
ー
マ
ン

サ
ー
ビ
ス
株
式
会
社

♦
令
和
5
年
4
月
1
日
〜
令
和
10
年

3
月
31
日

【
小
平
市
立
上
宿
小
学
童
ク
ラ
ブ
第

二
】

♦
株
式
会
社
明
日
葉

♦
令
和
5
年
4
月
1
日
〜
令
和
10
年

3
月
31
日

【
小
平
市
立
花
小
金
井
南
児
童
館
、

小
平
市
立
小
川
町
二
丁
目
児
童
館
、

小
平
市
立
小
川
町
一
丁
目
児
童
館
】

♦
株
式
会
社
明
日
葉

♦
令
和
5
年
4
月
1
日
〜
令
和
10
年

3
月
31
日

　

な
お
、
選
定
に
当
た
っ
て
は
、
小

平
市
民
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー
指
定
管

理
者
選
定
委
員
会
、
小
平
市
立
学
童

ク
ラ
ブ
指
定
管
理
者
選
定
委
員
会
、

小
平
市
立
児
童
館
指
定
管
理
者
選
定

委
員
会
を
そ
れ
ぞ
れ
設
置
し
、
書
類

審
査
と
面
接
審
査
を
実
施
し
ま
し
た
。

そ
の
他
の

主
な
議
案

令
和
４
年
度
一
般
会
計

令
和
４
年
度
一
般
会
計

補
正
予
算
（
第
６
号
）

補
正
予
算
（
第
６
号
）

議 案 に 対 す る 各 議 員 の 賛 否議 案 に 対 す る 各 議 員 の 賛 否12月定例会
会派名略称
（　）内は各会派の議員数

政和：政和会（７）　　公明：市議会公明党（６）　　フォ：フォーラム小平（４）　　共産：日本共産党小平市議団（３）　　一人：一人会派の会（３）
生ネ：生活者ネットワーク（２）　　市民：まちづくり市民こだいら（１…無会派）

区分 番号 件名 議決結果

政和 公明 フォ 共産 一人 生ネ 市民
賛　

成

反　

対

比
留
間
洋
一

鈴
木　

洋
一

石
津
は
る
か

外
山
ま
な
み

福
室　

英
俊

松
岡
あ
つ
し

山
田　

大
輔

虻
川　
　

浩

山
岸
真
知
子

佐
藤　
　

徹

津
本　

裕
子

橋
本　

孝
二

幸
田　

昌
之

吉
本
ゆ
う
す
け

川
里　

富
美

岡
田
し
ん
ぺ
い

中
江　

美
和

細
谷　
　

正

き
せ
恵
美
子

鈴
木
だ
い
ち

伊
藤　
　

央

橋
本　

久
雄

安
竹　

洋
平

さ
と
う
悦
子

山
浦
ま
ゆ
み

水
口
か
ず
え

議員提
出議案 第64号

仲町公民館でサービス残業を行っていた
会計年度任用職員の懲戒免職の撤回を求
める決議

否　決 × × × × ×

※
議　

長

× × × × × × × × × × × 退 退 退 〇 〇 〇 × × 〇 4 18

市長提
出議案

第47号 令和 3年度小平市一般会計歳入歳出決算
の認定 認　定 × × × × × × 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × × × 〇 〇 × 15 10

第55号 令和 4年度小平市一般会計補正予算（第
6号） 原案可決 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × × × 〇 〇 〇 22 3

第59号 小平市個人情報の保護に関する法律施行
条例 原案可決 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × × 〇 〇 × 22 3

第60号 小平市情報公開・個人情報保護・公文書
管理審議会条例 原案可決 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × × 〇 〇 × 22 3

第81号 小平市職員の給与に関する条例の一部を
改正する条例 原案可決 × × × × × × 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × × × 〇 〇 × 15 10

○：賛成　　×：反対　　退：退場 ※ 議長は表決に加わりません。
全会一致で議決した議案（議長は表決に加わりません。）
区分 番号 件名 議決結果 番号 件名 議決結果

議員提
出議案 第63号 小平市国民健康保険条例の一部を改正する条例制定 原案可決

市長提
出議案

第48号 令和 3年度小平市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算
の認定 認　定 第62号 小平市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例 原案可決

第49号 令和 3年度小平市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の
認定 認　定 第63号 小平市立公園条例の一部を改正する条例 原案可決

第50号 令和 3年度小平市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認
定 認　定 第64～

75号 市道路線の認定及び廃止（ 8路線の認定、 4路線の廃止） 原案可決

第51号 令和 3年度小平市下水道事業会計決算の認定 認　定 第76号 東村山市道路線認定の承諾 原案可決

第53～
54号 人権擁護委員候補者の推薦 同　意 第77号 小平市民活動支援センターの指定管理者の指定 原案可決

第56号 令和 4年度小平市一般会計補正予算（第 7号） 原案可決 第78～
79号 小平市立学童クラブの指定管理者の指定 原案可決

第57号 令和 4年度小平市国民健康保険事業特別会計補正予算（第
1号） 原案可決 第80号 小平市立児童館の指定管理者の指定 原案可決

第58号 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例
の整備に関する条例 原案可決 第82号 令和 4年度小平市国民健康保険事業特別会計補正予算（第

2号） 原案可決

第61号 小平市国民健康保険条例の一部を改正する条例 原案可決


